
87)相 談等

(推進会議の認識 )

1障害者にとつて、乳幼時やその後の人生め節目において、また医療、就労

等を含む生活の様々な分野に関し相議できる体制があることが重要であるも

しかし、どこに1どのような相談機関があるのかを探すことからはじめなけ

ればならず、ようやく相談が始まっても高圧的な対応をされたり、必要なコ

ミュニケーション支援がないばかりに必要な情報を得られずに放置されてし

まう等の経験をもつ障害者は多い。

【身近な地域での相談等】  |
そこで、まず、地域の身近な場所で、いつでも対応できる相談の体市1づ く

りが求められる。相談機関相互の連携だけでなく、専門的知見を有する障害

者団体による支援、様々な相談を受け止めヽ 相談分野を限定しないいわゆる

ワン・ストツプロステ下シヨンを含め障害者の権利を擁護し、本人中心の支

援を行い、相談内容を解決できる相談体制が必要である。 、

【相談におけるコミュニケーシヨンの確保】

相談において、手話、点字、筆談、要約筆記、指点字等の使用をはじめ、

知的障害・発達障害においても、一人ひ とりの個別二ニズに対応 したコミュ

ニケーシヨン手段を利用署丹することができるようなど、多様なコミユニケ

ーション手段を求めに応じて確保すべきである。       '

【障害当事者笠による相談活動】     :            ′

障害当事者が、障害者自身の尊厳を回復し、自己の権利を理解し、自己決

定できるよう、障害当事者が相談活動を担ういわゆるピア菫カウンセリング

■障害者の親尚±、兄弟口姉妹同士のを相談等を■積極的に活用し、促進す

る必要がある。またす地域での自立生活体験等の機会を提供し、地域生活の

ィメニジを具体化する等のエンパワニメント支援ができるようにする必要が

ある。またヾ専門的知識を有する障害者団体が、,広域的な相談支援ができる

ようにする必要がある。

【相談者の研修】
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1 相談を効果的に実施するためには、相談業務にかかわる者の資質が大きく |

1間われる。

そこで、まず、障害を正しく理解でき、適切に相談業務が担えるよう、研

修を充実するべきである。

また、障害者が尊厳を回復し、権不1を主張できるよう、相談を担う者の知

識や技能を高めることが求められる。   1
さらに、障害者に対する差別に関する知識、障害のある女性、子ども、重

度障害者が複合的な差別を受ける立場にあることについての理解等、人権に

ついて研修が実施されるべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ 障害者が利用しやすい身近な場で、いつでも相談を利用できる体制を肇

備し、相談の場面では、本人中心め支援がされ、障害者の求めに応じ必要

なコミュニケーション手段を提供すること。

・ 障害者喜身・家族が相談業務を担う機会を増やすために必要な措置を講

ずじること。

`相 談業務を担う者に対し、障害についての知識、障害者に対する差別に

関する知識、障害のある女性、子ども、重度障害者が複合的な差別を受け

る立場にあることについての理解等、人権について研修を行うこと。

(基本法改正に当たつて政府に求める事項に関する言見)

○ 障害者が必要なコミュニケーション手段の提供を受けながら身近な地域

で相談することができるための施策を講ずること。

○ 障害者に関する相談が適切に行われるよう、障害者自身による相談対応

やそれ以外の者による相談対応など、相談対応を行う者に対する必要な研

修等の必要な施策を講ずること。
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38)住 宅

(推進会議の認識)

日本ではいまだに多くの障害者が施設や精神科病院での暮らしを余儀なく

されている。また地域社会で暮らす障害者にとつても、韓 の確保|こ さま

ざまな困難を抱えている。         |    |      :
そこで、国又はltL方 公共自体|ま、特定の生活様式を強いられることなく、何

処で、誰と住むかについての選択ができる障害者の地域社会で暮らす権利を促

進するため、下記の諸点を含む計画的な住宅の確保のためめ措置を取るべきで

ある。        |

【公営住宅利用におけう課題】 ~

障害者にこつて利用しやすぃ公営住宅の提供は、不十分である上に、障害に

配慮したアクセシブルな住宅の提供は、限られている。市街地から離れた場所

に建設される公営住宅は、公共棄通機由等を利用しにくい場合、社会参加が制

限される。公営住宅法施行令には重度障害者の単身入居|ヒ ついて一定の黍件を

附したいわゆる「相対的欠格条F」 があり、単身入居が制限されている。

このような状況を改善するため、以下を実施すべきである。

コ 公営住宅が地域生活を可能にし、地域移行を促進するための基盤の一つと

しての役割を集たし得るものであることから、バリアフリーの観点から障害

に配慮した公営住宅の数を増やすだけでなく、ユニバ∵サルデザインの観点

から、すべての建物が障害者や高齢者が利用できる公営住宅の整備を計画的

に取り組む。特に、障害者の単身者用の公営住宅め整備を促進する。

・ 公営住宅の申し込みに当たり、常時介助が必要な障害者であつても入居資

格に条件を付されることなく、単身で入居申瀑みができる制度にする:

【国土交通省】

【民間賃貸住宅和l用 における課題】

障害者が民間賃貸住宅を利用する際に、申込者支は同居予定者が噂冒者でol

ること、バリァ (障壁)を除去するための改造が必要であること、退出時の辱 |

埋肇肇蛭轡玉壷う三_生三生翌虫墜
=塾

二蛭 主4●三9_三2ブ」比が生り二 [主 |
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る。   :    ｀
                             |

このような状況を改善するため、以下を実施すべきである。       |

"障害者の利用しやすい民間住宅の建築を促進するため、バリアフリー化が
|

進んだ良質な住宅建設築に対 し、補助金や金利優遇措置等を講ずるとともに
|

、小規模賃貸住宅も含めバリアフリ下改修工事に係る費用助成等め施策も促

進する。        |                 ヽ

公的な家賃債務保証制度は、基本約定締結の対象戸数に比べ保証引受件数

が少ないことから、利用者に対する制度の自知を図るとともに、利用しやす

い仕組みづくりの在り方を検討し、より利用しやすい債務保証制度となるよ

うに必要な措置を講ずる。

住宅セーフティネッ ト法に基づき居住支援協議会 (地方公共団体や関係事

業者、居住支援団体等で構成)を組織することができるがt有効に活用され

ていない実態を踏まえ、必要な支援を講ずると

口 民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するとともに、賃貸契約の申込み拒絶

等、民間賃貸住宅の利用に当た り生 じる問題において、差別問題が発生 しな

いよう当面対応可能な必要な措置を取 りうつ、その解決の仕組みの在 り方に

ついて、差別禁止部会での議論を踏まえ、引き続き推進会議においても検討

を進める。

【国土交通省】

【グループホーム、ケアホームに関する課題】

グループホーム、ケアホ下ムは、施設からの地域移行や保護者に依存した生

活から自立するための多様な住まいの一つの形態としての役割を担つているg

しかしながら、グループホーム等の建設に当たり、周辺住民からの反対がお

きt中断されることがある。障害者が入居する時に限つて、地方自治体によう

ては法律上の根拠がないにもかかわらず事業の実施主体に地域住民から建設

の了解を取るように求める場合もあり、これについては障害者に対してだけ特

別な条件を課すものではないかとの指摘もある。グループホーム等を建設する
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|に 際して、建築基準法や消防法の輝制に対応できず、建築を断念せざるを得な
|

|い場合もある。      |                     |
| さら|三 は、利用者 |三 対して、居宅支援サニビスの利用ができるようにすべき

|

|と の要望がある。                     ヽ

| このような観点から、以下を実施すべきである。

|口 公営住宅をグループホーム等として利用が進むよう必要な措置を講ずる。

【国土交通省】

グループホニム等における支援の在り方について、居宅支援サービス等も

含め、通常あ生活形態 |こ より近い形の規模 と内容において、居住者の子丁ズ

に応じた多様な支援が可能となるよう、引き続き総合福祉部会で検討する。

グルー プホ下ム等の建設に当たつて、建築基準法や消防法の基準を満たす

上で必要 となる設備等に対する必要な支援を講ず るとともに、既存の集合住

宅等をホ∫用した棟を下にしない形のグループホニム等の形態について、総合

福祉部会における議論も踏まえつつ必要な措置を講ずる。

グループホーム等の建設に際 し、地域住民との間に生 じた トラブルについ

ては、差別禁止部会における議論も踏まえつつ、紛争を調整する仕組みの構

築等必要な措置を講ずるb

【厚生労働省】

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ 障害者の地域社会での生活を可能こするため、公営住宅施策においては、

障害者の地域移行を促進し、また重度の障害者も含め、障害者の居住に適し

た住宅の提供という観点から計画的に整備し、民間住宅政策においては、民

FFl賃貸住宅への入居の円滑化を促進するとともに、居住可能な住宅馨設や容

易に利用するうえで必要となる支援の藉置を取るという観点から、総合的な

住宅施策をとること:

(政府に求める今後の取組に関する意見)
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O 障害者の個々のニーズに応じた住宅を確保するため、公営住宅を含め

:た賃貸住宅等が的確に供給されるよう、総合福祉部会における議論との

整合性を図りつつ検討し、:平成 23年内にその結論を得るざ

○ 住宅のバリアフリー化を促進するための支援策について検討を行い、平

成 24年内を目途に結論を得る。

○ 公的な家賃債務保証制度を利用しやすくするための具体的方策や、住宅

セーフティエネット法に基づく居住支援協議会が有効に活用されるための

具体的芳策について検討し、平成 24年内を目途に結論を得る。

○ 民間賃貸住宅の利用に当たり生じ得る障害に基づく入居拒否の問題への

対処を含め、障害者が円滑に民間賃貸住宅へ入居できるよう、必要な支援

について、差男1禁止部会での議論を踏まえて検討し、平成 24年度内を目途

に結論を得る。       1

0 グループホーム等の建設に際し、地域住民との間において生ずるトラブ

ルベの対応については、差別禁止部会における議論も踏まえつつ検討し、

平成 24年度内を目途に結論を得る。

(基本法改正に当たつて政府に求める事項に関する意見)

'○ 障害者の地域移行を促進し、地域社会における生活を可能とするため、

様々な障害者の生活の三ニズに応じた住宅を確保するために必要な施策を

講ずること。  、

■o9)三ニバーサルデザインと技術開発

(推進会議の問題認識)

現代社会において、規格化された大量に生産される商品だけでなく、自動化
|

された機器tそれらが組み込まれた一

ビスなどが利用できなけ

や社会生活を営む うえで、多 くの困難
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|め られることになる。

||三 製品だけでなく、広 く、環境:計画及びサービスの設計などについても、求

| しかし、特に障害者の私たもの日常生活や社会生活は、障害者には禾J用でき

|な い商品やサTビスマや様々な社会環境に囲まれていると言うても過言ではな

|い。

1 例えば、税覚障害のある人生上ュニが1具■物や↓ス半与シ準府く■競湛■

|ぉ金基引き喜宅与と二蒸tT改 良が加えられたといつても、中には、いまだに

1使 えない銀行のハ†Mのタツチパネルや善使兵幕キ叱■駅の券売機も存在する

|。 同■半与率崚幌勢導尊―ギ巧→じだスキ子で暴 :

|

|

|_1:)_lF:):4:i14上 ず==|`L戸|ミJ::こ
二―」「|=L」;iF→≠

'Sこ `':卜

11'さ
LJ::卜

=4:蕉
ltr」 てヽ,―-1::]「

i言言11倉 i言
「:マ

:,1言 ;:「
Zttξし」

|ク]卜1::|-1=ン
上て

'=|_::'一

てと:――tニァニ
=て:L二

1:ナ =、「~~11:li言
;ミ:1:,こ

|                                                                                                 
‐                                                            |

| またt従来は車いす用専用の トイレとされていたものが、多構能化され一般
|

|に蘭放されることで、だれにとつても使いやすいトイレとしてユニバーザル化
|

1                       反面t一般の トイ レの多く
|

|はtユニバーサル化されないままである。その結果、一般の トイレを使用でき
|

|な い車いす利用者が         本当に必要な共が必要な時に使えな
|

いというた問題も発生 している。

存

きらに、機器単体としてはユニバーサルであつても、システム全体と
|.て

見

ると使えないといつたこともある。

したがらて、ュ三バニサルデザインの普及は、二のよ与二下障暮者は喜幕生

活において幕々幕不碧油毛感尋ているこ毛勢嶋す障害者があらゆる分野におい

|て 社会から芥 |す隔てられる|と な く、日常生活や社会生活を営む上で、不可欠

|で ある。

| そしれ場耀曇幕鼎粥婦≧言14必要を与 島■■

|          「というユニギ■孝ルギ等峯ヤつ拷ネ坊響準単

|

|-1:〕 =―
く
(:-54:,|ニモさ,―手|=L「 54::|1上」「|フヤコし″li」::フtjミ

ーJ::":′
ti二

Jtr」 Lマテー__

:__≦≦二輿墜聾萎墓                 製も_二 |
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1境、計画及びサニ ビスの設計がユニバーサルデザインに基づいて行われる必要
|

があるがtこ のためには、なされるためのす研究開発における具体的な指針や

ガイ ドラインの策定、財政的支援、計画的普及のための措置を含む体制の整備

を図ることが必要である‐り、ユニバニサルデザインを社会全体で進めていく

には障害当事者が規格策定や評価に関与できるような社会的仕組みも必要で

ある:                   l            .
また、さらに下ユニバニ半ルデザ4手の善長ととも■言障害者の補装具など

、そもそ与特定二般の商品などではそもそも対応できない分野も存在するので

:ユニバーサルデザインの普及とは別個に障害者のニーズを踏まえた様々な支

援機器の改良、技術開発も重要であり、さらに、任応じるこ著が求められそ専

のや午障害者の日常生活や社会生活にとつて障壁となるものを除去するための

パリアフリーのための措置も、同時に講じられなければならない9

た携帯電話のバイブレータ機能、電車内で茨の停車駅等を知らせる電光表示装

し、当初患者用に開発された医療用便座が改良されてウオシュレウトとして普

及したことなどがこれに当たる。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである6

・ 製品、環境、計画及びサービスの設計などに当たつては、可能な限りすべ

ての人が利用できるようにするというユニバーサルデザインの理念が、‐施策

に反映されるようにすること6

-
・ 同時に、特定の三―ズに応じ、事た又はT生活_Lの障壁となるものを除去

するため

れた障害者の支援機器の普及、技術開発について、必要な措置を講ずること
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1 思見を踏まえたものとすること。

1  1                ‐                                    |
,  t                         ________―

――-1_____― ――――――~~~― ――― ―
・

――――~~~~~― ――――
一

!

L_____~~~~~― ―――一二―
=―

―̂____― ―――――――――~~~~~― 一―――――――
|

(基本法改正に当たつて政府に求める事項に関する意見)      |
o ュ三バーサルデザインの理念があらゆる施策に反映されるようにする手

と。 「     ́ 1 1                    ‐

○ 障害者が自立した日常生活や社会参加を行うために必要な福祉用具等の

研究開発や普及のために必要な施策を講ずること。        i

110)公共的施設のバ リアフリニ化す基び長 と交通 口移動の確保

(推進会議の認識)                     ´

1 障害者が、 要に応 じて、公共的施設t交通機関等を円滑に利用できるよ

|う にすることは、あらゆる権利行使の前提であり、障害者の日常生活又は社

会生活を営むうえで欠かすことのできない切実な課題である。

【国及び地方公共団体の責務と地域間格差の解消】  |
公共的施設のバリアフリーにおいては、~定の進展はみられるものの、地

方におし`ては、バリアフリー新法の対象となる規模以上の建築物や施設等が

大都市よりも少ないため、結果として地方における整備が進んでいない現状

がある。今後の交通基本法の法案内容を視野に入れながらも、バリアフリー

新法には責務の主体としで「国」、「坤方公共団体」及び「公共的施設を設置

する事業者」が明記されていることl手 留意し、地方における公共施設や交通

機関等のバリアフリー整備の遅れを解消することが必要である。そして、地

域間格差の解消のため、整備対象施設の更なる範囲の拡大も含めた効果的な

方策が実施されなければならない:

【交通計画又は市町村の基本構想策定に必要な視点】

現在、検討されている交通基本法との関連を踏まえ、国及び地方公共団体

による交通計画の策定やバリアフリτ新法に基づく市町村の移動等円滑化基

本構想の作成 :改定にあたつては1利用や移動が困難な障害者の参画を図り、
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その意見を尊重することが必要である。

【合理的配慮の位置づけ】

国は、公共的施設、交通機関等のバリアフリー化における最低基準を示し:

そ基盤整備を行うでいるところであるが、その最低基準による基盤整備をし‐

てもなお、障害者の障害特性等によって利用や移動に制約が残る個別的事案

が生じた場合にはt事業者が合理的配慮の提供を適切に行うことができるよ

う、国及び地方公共団体は、必要な技術的又は財政的支援を講ずることが必

要である。

また、公共的施設や交通機関等の利用や移動における差別事案の解決の在

り方については、差別禁上部会での議論を踏まえ、引き続き推進会議におい

ても検討を進める。      |     ‐  :

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ 国際認戦勢実装期]体は‐地域間格差の実情を踏まえ、切れ目のない交通二

移動手段もを確保するという観点から、地方における公共施設や交通機関等

のバリアフリー整備の促進をよリー層計画的に推進すること:

・ 国及び地方公共団体における公共的施設、交通機関等の整備に関する計

画の策定にあたつては、障害者の参画と意見を尊重し、当事者の二一ズを

適切に踏まえたものとすること。                |

・ 日柔び地方公共暑体基す合理的配慮を確保するために必要な施策を実施

すること。

(基本法改正に当たつて政府に求める皇項に関する意見)|
0 障害者のニーズを踏まえた形で大都市部のみならず地方部においてもィ

リアフリー化を計画的に推進すること:

121)情報アクセスロコミユニケーション保障
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1 基本理念で述べたように、「日常生活及び社会生活において、多くの障害者が

1必要な言語を使用しこ又は甲ミ千二ケーション手段を利用使昇することに困難

|を経験しているが、その問題の深刻さが省みられることは少なかつた。それ故

に、コミュニケーションに困難を抱える障害者が障害のない人姜と等しく人権

が保障されるために必要な措置が講じられなければならない。   '

【必要とする言語の使用及び多様なコミュニケーシヨン手段の利用】

国及び地方公共団体は、すべての障害者に情報へのアクセスとコミュニケー

ションを権利として保障するため、障害者が必要とする言語の使用及びコミユ

ニケーション手段の利用を可能にする支援の確保やそれにかかわる人材の養

成等、必要な措置を講ずるべきである。

また、国及び地方公共団体は、情報通信技術を含む支援技術においてt電気

通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びそ

の関連装鷲その他情報通信機器の製造等を行う事業者が、この製品 =サービス

を提供するにあたつ.て、障害者に障害のない人と平等に情報へのアクセスとコ

ミュ三ヶTシ ョシ手段を提供できるよう、必要な措置を講→三るべきである。

【災害時の情報と必要な支援の提供】

国及び地方公共団体は、自然災害や人為による災害が発生したときには、通

常の生活に重大な支障が生じる、又は生命に危険が及ぶあらゆる現象に関する

情報と、これらの支障や影響を回避するための情報を障害者に提供しなければ

ならない (発生場所:規模:内容、今後め動向、避難ルートt避難場所、避難

先で得られる情報保障の内容
‐
(手話通訳者の有無等)、 医療や配給等の情報、

交通情報など)。        1
また、こうした情報を一方的に伝えるだけではなく、災害時に障害者と連絡

を取り、必要な支援を把握:提供しなければならない。

【情報提供における障害者の参加】

電気通信兵び、放送t電子由版及びその他の情報の提供に係る役務の提供並

びにコンピユータニなどの情報通信機器の製造等を行う事業者は(役務の提供

並びに機器の製造等のプロセスにおいて障害者の意見を聴取する機会を設け、

-52-



もって障害者の利用の便宜を図るべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

障害者は、:すべての人権及び基本的自由を完全に享有することを可能とす

るため、必要な情報及びコミュニケ‐ション手段が保障される権利を有す

る。

障害者が情報にアクセスし、必要とするコミュニ

ケーション手段を使用することができるよう、必要な施策を講ずること。

日及び地寿会共暑黙基す災害時IFお いて、障害の特性に対応した伝達手段

による緊急連絡等の必要な支援を障害者に提供及び相互に連絡できるよう

必要な施策を講ずること6

国際剰戦野罫単期丑体はす事業者が障害者に障害のない人と同等の情報を提

供できるよう、必要な施策を講ずること。

(基本法改正に当たつて政府に求める事項に関する意見)

○ 障害者が必要とする情報収集手段やコミュニケーシヨン手段を使用する

ことができるよう必要な施策を講ずること。

〇 災害情報の提供に当たつては、障害者の特性に配慮した伝澤手段が提供

されるよう必要な施策を講ずること。

132)文化 ロスポーツ

(推進会議の認識 )

1 自由に文イヒ「スポニツに参加し、これに貢献し、又は楽しむこと、そして、

|レクリエーシヨン凛余暇等を楽しむことは、障害の有無にかかわらず、すべ

|て の人の権利である。しかしながらヽ 障害者|まその機会へのアクセスを欠き、

1排除されること_も ある9また、文化やスポーツは贅沢なものであり、障害者
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の享受には制限があつても仕方がなぃ、というような社会的通念もあるが、

これらは変えていかなければならない。

現行の基本法に1ま 「障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化

由意欲を起こさせ」とあるが、障害者1ま文化的言欲が率しいキいう琴定F支

援しなければならないとも受け黎られかねない表現になってしヽる。むしろ、

障害者が文化ロスポーツ等に参加、貢献する主体であることを前提とした表

現に改めるべきである。  .             ‐

【文化等について】  :
障害者が文化、余暇、レクリエTシ 当ン等を享受しようとする場合に、物

理的バリアのため施設やその機会を利用できない、1映画の字幕など情報保障

の欠如のために文化作品等を鑑賞できない1文化施設等までの交通アクセス

が整備されていない等の実態があるため、障害のある人が障害のない人と同

等に文イヒ、余崚、レクリエニション等を享受できるようにする必要がある。

また、障害者が芸術・文化活動等創造的な分野で活動ができるような支援ゃ

環境整備も必要である。

このような観点から、以下を実施すべきである。

・ 美術館や博物館における字幕や音声解説の普及t鑑賞しやすい展示方ホ

の改善や劇場での補聴援助システム等め整備などとともに、国内の文イヒ的

に重要な記念物及び遺跡、歴史的建造物への障害者のアクセスについて、

|ど のような不都合が生 じているかについての実態を把握 し、可能な限 り障

害者の利用への配慮を得与するなど、鑑員 しやすい、環境肇備が行われるよ

うに必要な支援を行与講ずる。

【文部科学省・関係省庁】

菫 第
二次意見における情報バ リアフリーの一環として、映画、DVDDVDヘ

め字幕付与等について、1障害のある人に対する情報保障が行われる与う1こ

必要な環境整備を図る。
【関係省庁】

【スポーツについて】
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障害者がスポーツを楽しもうとする場合に、物理的バリアのため施設を利 |

用できないt精神障害を理由に施設の利用が拒否される、車椅子利用である

ためにT般の市民マラツン大会への参加を拒否される等の実態がある。

たとえば、スポーツヘの参加資格が問われない場合、又は参加資格が必要

ではあるが参加資格を満たす場合において、障害に基づいて参加が拒否され

たり、合理的配慮の提供が当該競技の本質を害することがないにもかかわら

ず提供されないことで、参加ができないなどの差別があうてはならない。

またt国際しベルの大会に出場できるアスリートであつても海外等で長期

の遠征に行く際に費用の問題や職場の理解を得られないなどのために、競技

を断念せざるを得ないこともある。   (
しかしながら、障害の有無に関わらず、スポTツ に参加する機会は平等に

与えられるべきであり、障害のある人も障害のない人も共にスポーツを観戦

したり、参カロできるようにしなければならない:

このような観点から、以下を実施すべきである。          |

“ 国又は地方公共団体は、障害者が差別なく、スポーツに参加できる機会

を有することができるように、官民め施設整備やスポーツ大会等の運営に

当たってバリアフリ下の整備及び■合理的配慮の確保が行われるようにす

るなど、必要な環境整備を行い、障害者スポーツの振興を図る:

・ 国又は地方公共団体は、特に競技性の高い障害者スポーツについては、

競技スポーツとしての二般への周知 “理解を広め、これを育成するために

財政的支援を含め必要な措置を講ずる。

口 国支は地芳公共団体はJ障害者がスポーツに触れる機会を増やし、スポ

ーツを行う障害者の裾野を広げるために、障害者スポニツの指導者の育成

等必要な措置を講ずる。             ,
:【文部科学省・厚生労働省】

【文化 ロスポーツ等の
'い

ずれにもかかわる点について】

障害者が障害のない人と同等にスポニツに参加したり、観戦を楽しんだり、

又は,文化活動に参加したり、文化等を享受するためには、そもそもこれら
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